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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の胴体下部の周囲に着用されるべき、容易で直感的な交換を助ける使い捨て吸収
性物品であって、身体に面する表面及び衣類に面する表面；第一端縁を有する第一腰部区
域、第二端縁を有する第二腰部区域、及びそれらの間に介在する股部区域；長手方向軸及
び横断方向軸；第一端縁と第二端縁とを接合する一対の対向する長手方向側縁を備える使
い捨て吸収性物品であり；この使い捨て吸収性物品は、
　身体に面する表面及び衣類に面する表面を有するバックシート；
　少なくとも股部区域の長手方向側縁に近接した使い捨て吸収性物品の部分上に配置され
た少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるし、並びに、第一端縁及び第二端縁に近
接した使い捨て吸収性物品の部分上に配置された少なくとも１つの外側に見える使用可能
なしるしであって、長手方向側縁に近接した物品の衣類に面する表面の部分並びに第一端
縁及び第二端縁に近接した物品の衣類に面する表面の部分を、長手方向軸及び横断方向軸
の交差点に近接した物品の衣類に面する表面の部分から区別する外側に見える使用可能な
しるし；
　バックシートの身体に面する表面上に配置されたコア；
　第二腰部区域に配置された第一耳パネルであって、それぞれの第一耳パネルは、身体に
面する表面及び衣類に面する表面を有し、その各第一耳パネルの少なくとも一部分は、第
一端縁及び第二端縁に近接、及び長手方向側縁に近接した物品の衣類に面する表面上の外
側に見える使用可能なしるしを補足する少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるし



(2) JP 4223405 B2 2009.2.12

10

20

30

40

50

を備える第一耳パネル；及び
　着用者の胴体下部の周囲に第一腰部区域及び第二腰部区域を取り外し可能に固定する締
着装置を具備し、
　この使い捨て吸収性物品は、各第一耳パネルの一部分上の外側に見える使用可能なしる
しを、第一端縁と近接した外側に見える使用可能なしるしと整列させ、着用者の腰部を少
なくとも実質的に取り巻く実質的に整列したしるしを形成することにより、着用者に適合
されることを意図され、物品の長手方向側縁に近接した股部区域の外側に見える使用可能
なしるしは、着用者の脚部を少なくとも実質的に取り巻く実質的に整列したしるしを形成
し、それにより、実質的に整列したしるしは、着用者の股関節部及び脚部周囲に物品が適
当に整列して適合することを示し、
　コアは形状を有し、輪郭のある模様は、コアの形状に合致すると共に、着用者の胴体下
部に対してコアを整列させるための適合ガイドとしての役割を果たす使い捨て吸収性物品
。
【請求項２】
　外側に見える使用可能なしるしは、テクスチャー、色、又は模様を含む請求項１に記載
の使い捨て吸収性物品。
【請求項３】
　長手方向側縁に近接した外側に見える使用可能なしるし並びに第一端縁及び第二端縁に
近接した外側に見える使用可能なしるしは、第一腰部区域と第二腰部区域とを区別する輪
郭のある模様を付与する請求項１に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項４】
　輪郭のある模様は曲線状であり、第二腰部区域の模様は、長手方向軸及び横断方向軸の
交差点に対して凹形であり、少なくとも１つの他区域の模様は、長手方向軸及び横断方向
軸の交差点に対して凸形である請求項３に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項５】
　更に、少なくとも１つの内側に見える使用可能なしるしを具備する使い捨て吸収性物品
であって、物品の身体に面する表面上に着用者を横たえて、使用可能なしるしを着用者の
身体構造上の特徴と整列させることにより、着用者に適合されることを意図する請求項１
に記載の使い捨て吸収性物品。
【請求項６】
　更に、物品の衣類に面する表面の一部分上に配置された説明的で使用可能なしるしを具
備する使い捨て吸収性物品であって、説明的で使用可能なしるしが配置される部分は、各
第一耳パネルの内縁に近接するか、長手方向側縁に近接するか、又は、各第一耳パネルの
内縁に近接、及び長手方向側縁に近接する部分を備える請求項１に記載の使い捨て吸収性
物品。
【請求項７】
　容易で直感的な交換を助ける着用者の胴体下部の周囲に着用されるべき使い捨て吸収性
物品であって、身体に面する表面及び衣類に面する表面；第一端縁を有する第一腰部区域
と、第二端縁を有する第二腰部区域と、それらの間に介在する股部区域；長手方向軸及び
横断方向軸；第一端縁と第二端縁とを接合する一対の対向する長手方向側縁とを備える使
い捨て吸収性物品であり；この使い捨て吸収性物品は、
　身体に面する表面及び衣類に面する表面を有するバックシートと、
　使い捨て吸収性物品の一部分上に配置された少なくとも１つの外側に見える使用可能な
しるしと、
　バックシートの身体に面する表面上に配置されたコアと、を具備し；
　少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるしは、コアの形状を補足する輪郭のある
模様を付与する使い捨て吸収性物品。
【請求項８】
　コアは、股部区域における適合を提供する輪郭のある形状を有し、少なくとも１つの外
側に見える使用可能なしるしは、コアの輪郭のある形状を補足する輪郭のある模様を付与
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する請求項７に記載の使い捨て吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、おむつ、トレーニングパンツなどのような衛生的な吸収性物品に関する。特
に、本発明は、おむつを着用者に適合させるプロセスを助けるように設計された使い捨て
おむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸収性物品は当該技術分野において周知である。これらの物品は一般に、着用者から排
出された排泄物を捕獲及び吸収するために、使用中に締着装置により着用者の身体に近接
して保持又は配置される吸収性コアを有する。一般的な吸収性物品は、流体の排泄物が通
り抜ける着用者に面するトップシートと、排泄物が吸収性物品から漏れるのを防ぐバック
シートとを備える。
【０００３】
　おむつのような使い捨て吸収性物品は、着用者の身体と衣服の汚れを防ぐために排出物
を吸収及び封じ込めるために設計されている。使い捨ておむつは一般に、新生児から排泄
しつけ中の幼児に及ぶ様々な着用者に適合するように、様々な寸法において入手可能な単
一の設計を備える。おむつの設計は一般に性能、つまり排出物を吸収して封じ込める能力
に影響を及ぼす。おむつの寸法、例えば、おむつの腰部開口部の寸法、大腿部周囲の開口
部の寸法、及びおむつの長さ又は「ピッチ」は、概して適合性に影響を与える。
【０００４】
　着用者の身体の外部に着用されるおむつのような物品は、一般に、適合中の着用者の不
適当な姿勢、又は着用者の絶えまない動きのために、正しく装着されない。このような誤
った装着により、不均一な適合、漏れの原因になる隙間、及び着用者の肌に傷跡を付けた
り不快感の原因になることがある部品（ファスナなど）の位置ずれが生じることがある。
これは特に、赤ちゃんなどの非協力的な着用者を世話する介護人の実態である。赤ちゃん
は、まさに小さい頃から、足を扱いにくい位置に動かしたり、左右に寝返ったり、又は手
足を動かしておむつ交換を激しく嫌がったりする。結果として、介護人は、交換プロセス
の間、着用者の身体の一部並びにおむつを掴んでいなければならないことが多く、これに
よりおむつを適当に整列させて適合するのが非常に困難となる。
【０００５】
　２００１年７月２６日に出願された同時係属のＥＰ０１１１７６７１に記載されるよう
な外的交換補助具を使用するなどして、着用者に吸収性物品を装着するプロセスを改良す
る試みが当該技術分野においてなされてきた。前記出願に記載された交換補助具は、主に
着用者の身体の外部に着用される物品、特に、おむつ、成人用失禁用品、女性用保護物品
等のような衛生吸収性物品の装着又は取り外しを支援する用具である。しかしながら、か
かる外的用具は吸収性物品自体に一体化されておらず、介護人は余分な用具を購入する必
要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、交換プロセスを助ける機構を備える使い捨ておむつに対する必要性がある。特
に、介護人が、もし調節できるのであればごくわずかな調節で、最初に着用者に正しく適
合することを可能にすることにより交換を助ける、直感認識要素を有するおむつに対する
必要性がある。また、着用者が立っているか、又は横たわっている間、着用者に対してお
むつを適合することができ、いずれの場合も、説明がなくても着用者に対しておむつを容
易に適合することができる多用途性交換要素を有するおむつに対する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明は、着用者の胴体下部の周囲に着用されるべき使い捨て吸収性物品を提供し、こ
の使い捨て吸収性物品は、着用者の身体構造上の特徴又は物品の構成要素に対して物品を
整列させ、それにより物品の適合性及び対応する性能を向上することにより、容易で直感
的な交換を助ける少なくとも１つの使用可能なしるしを備える。使い捨て吸収性物品は、
身体に面する表面及び衣類に面する表面；長手方向軸及び横断方向軸；及び第一端縁を有
する第一腰部区域、第二端縁を有する第二腰部区域、及びそれらの間に介在する股部区域
を備える。一対の対向する長手方向側縁は、第一端縁及び第二端縁を接合する。使い捨て
吸収物品は、身体に面する表面及び衣類に面する表面を有するバックシートと、バックシ
ートの身体に面する表面上に配置されたコアとを備える。
【０００８】
　使い捨て吸収性物品の実施形態は、少なくとも股部区域における長手方向側縁に近接し
た使い捨て吸収性物品の部分上に配置された少なくとも１つの外側に見える使用可能なし
るしを備える。使い捨て吸収性物品はまた、第一端縁及び第二端縁に近接した使い捨て吸
収性物品の部分に配置された少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるしを備えても
良い。外側に見える使用可能なしるしは、長手方向側縁に近接した物品の衣類に面する表
面の部分並びに第一端縁及び第二端縁に近接した物品の部分を、長手方向軸及び横断方向
軸の交差点に近接した物品の衣類に面する表面の一部分から区別する。これらの実施形態
の場合、外側に見える使用可能なしるしは、成形コア、バリアレッグカフ及び／又は締着
装置などの使い捨て吸収性物品の特徴を補足する輪郭のある模様を提供することができる
。
【０００９】
　例えば、１つの実施形態において、使い捨て物品は、第二腰部区域内の各長手方向側縁
に沿って配置された第一耳パネルを備える。各第一耳パネルは、身体に面する表面及び衣
類に面する表面を備える。各第一耳パネルの少なくとも一部分は、第一端縁及び第二端縁
に近接した及び／又は長手方向側縁に近接した物品の衣類に面する表面上に配置された外
側に見える使用可能なしるしを補足する少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるし
を備える。この実施形態の場合、使い捨て吸収性物品は、着用者の胴体下部の周囲に第一
腰部区域及び第二腰部区域を取り外し可能に固定するための締着装置を備える。適合中、
各第一耳パネルの一部分上にある少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるしは、第
一端縁に近接した外側に見える使用可能なしるしと整列され、着用者の腰部を取り巻く実
質的に整列したしるしの複合体を形成する。同時に、長手方向側縁に近接した物品の衣類
に面する表面上の少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるしは、着用者の脚部を取
り巻く、実質的に整列したしるしの複合体を形成する。着用者の腰部及び脚部を取り巻く
、実質的に整列したしるしの複合体は、着用者の股関節部及び脚部周囲に物品が適当に整
列され、適合されていることを示す。
【００１０】
　代替実施形態は、使い捨て吸収性物品の身体に面する表面の一部分上に見える少なくと
も１つの内側に見える使用可能なしるしを備え、このしるしは、適合中は着用者の身体構
造上の特徴に対する物品又はその構成要素の整列を助ける。これらの実施形態の場合、使
い捨て吸収性物品は、細長いスリット開口が配置された伸縮性トップシートを備えてもよ
い。伸縮性スリット開口は、着用者の肛門及び／又は生殖器と整列し、糞便物質及び／又
は尿を受容するように意図されている。内側に見える使用可能なしるしは、かかる整列を
助けるべく使用することができる。
【００１１】
　もう１つの実施形態では、使い捨て吸収性物品は、別個の第一ランディング部材及び第
二ランディング部材を有する締着装置を備え、これらランディング部材は、第一適合及び
第二適合中にそれぞれタブ部材に装着される。第一ランディング部材及び第二ランディン
グ部材は、第一適合中及び第二適合中にタブ部材とぴったり結合していることを示す説明
的なマークを付与する使用可能なしるしを備える。第一適合は、適合中、物品を着用者の
胴体下部の周囲で操作することができる緩い適合を付与し、第二適合は、着用者の腰部の
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周囲でのしっかりとした適合を付与する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本明細書は、本発明を形成すると思われる主題を特定して指摘し明確に請求する請求項
にて結論とするが、本発明は、添付図と関連づけて行う次の説明によってより良く理解さ
れると考えられ、添付図中では同様の表記は実質的に同一の要素を示すのに使用する。
【００１３】
　本明細書は、発明とみなす点を特に指摘し明確に請求する請求項にて結論とするが、以
下の本発明の詳細な説明を読み、添付図面を検討することにより、本発明をより容易に理
解することができると考える。
【００１４】
　本発明は、着用者の胴体下部の周囲に着用する使い捨て吸収性物品を提供し、この使い
捨て吸収性物品は、容易で直感的な交換を助ける少なくとも１つの使用可能なしるしを備
える。使用可能なしるしは、物品の別個の領域に配置され、介護人及び／又は着用者に適
当な適合を達成する方法を知らせる機構及び／又は特徴を包含する。着用可能物品は、ト
レーニングパンツ、失禁用ブリーフ、失禁用下着、使い捨て若しくは耐性おむつ又はその
他の衣類用インサートなどを含む使い捨て吸収性物品に適用可能である。本発明の吸収性
物品の一実施形態は、図１に示される使い捨ておむつ２０のような単一の使い捨て吸収性
物品である。
【００１５】
　（定義）
　本明細書で使用する次の用語は、次の意味を有する。　
　「吸収性物品」とは、液体を吸収及び封じ込める装置を指し、より具体的には、着用者
の身体に対して又はそれに近接して配置されて、身体から排出された様々な排泄物を吸収
及び封じ込める装置を指す。　
　「長手方向」は、物品の最大の直線寸法に平行に走る方向であり、長手方向±４５°内
の方向を含む。　
　「横」又は「横断」方向は、長手方向に直交し、物品が平坦な延伸位置にある時、本質
的には物品の平面内にある。　
　「Ｚ方向」は、長手方向と横断方向の双方向に直交する。　
　「Ｘ－Ｙ平面」は、長手方向と横断方向に相合する平面を指す。
【００１６】
　用語「使い捨て」は、本明細書では、洗濯する、或いは吸収性物品として復元するか再
利用されることを一般に意図しない（すなわち、一回の使用後に廃棄する、好ましくはリ
サイクルする、堆肥化する、或いは環境に適合する方法で処理することを意図する）吸収
性物品を説明するために使用する。
【００１７】
　本明細書で使用する時、用語「配置される」は、ある要素が特定の場所又は位置で他の
要素と共に単一構造体として、又は他の要素に接合された別個の要素として形成（接合及
び配置）されることを意味するために使用する。
【００１８】
　本明細書で使用する時、用語「接合される」は、ある要素が他の要素に直接取り付けら
れることにより他の要素に直接固定される構成と、ある要素が中間部材に取り付けられ、
その中間部材が他の要素に取り付けられることにより他の要素に間接的に固定される構成
とを包含する。
【００１９】
　「単一の」吸収性物品は、結合した別個の部分から形成され、調和した統一体を形成し
ているので、別個のホルダー及びライナーのような別個の操作部分を必要としない吸収性
物品を指す。
【００２０】
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　本明細書で使用する時、用語「おむつ」とは、一般に乳幼児及び失禁者により胴体下部
の周囲で着用される吸収性物品を指す。
【００２１】
　本明細書で使用する時、用語「補足する」は、それと重なり合ったり、合致したり、若
しくは整列したりすることなどにより充填若しくは完成すること、又は、文脈上関連する
か、若しくは強調することを指す。
【００２２】
　本明細書で使用する時、用語「身体に面する表面」は、一般に、着用者に適合される時
、身体の方に向いた表面を指す。
【００２３】
　本明細書で使用する時、用語「衣類に面する表面」は、一般に、着用者に適合される時
、身体に面する表面と反対の方に向いた表面を指す。
【００２４】
　本明細書で使用する時、用語「（１以上の）使用可能なしるし」は、一般に、機能属性
を付与すべく使い捨て吸収性物品上に配置された顕著なマーク、着色領域、模様、及び／
又はテクスチャーを指す。具体的には、機能属性には、適合中に使い捨て吸収性物品の容
易で直感的な交換を助ける視覚的な表示を付与することが含まれる。
【００２５】
　本明細書で使用する時、用語「外側に見える」は、物品と連結したしるしに関して使用
する時、衣類に面する表面が視野内にある形態で物品が保持される間、物品の衣類に面す
る表面を見た時に、見る人が、標準の照明条件下にて基準点から肉眼で（近視、遠視又は
乱視を補正するように適応された標準的な矯正レンズを除く）しるしを視覚的に認識でき
ることを指す。
【００２６】
　本明細書で使用する時、用語「内側に見える」は、物品と連結したしるしに関して使用
する時、身体に面する表面が視野内にある形態で物品が保持される間、物品の身体に面す
る表面を見た時に、見る人が、標準の照明条件下にて基準点から肉眼で（近視、遠視又は
乱視を補正するように適応された標準的な矯正レンズを除く）しるしを視覚的に認識でき
ることを指す。
【００２７】
　本明細書で使用する時、「標準の照明条件」は、人の視力が効果的に機能する（例えば
、人の眼が、複雑な模様、陰影、及び色を認識することができる）照明条件を指す。具体
的には、本発明を説明するために、標準の照明条件は、以下のうちの少なくとも１つであ
る。　
　ａ）日中、屋外で体験するような昼光照明、
　ｂ）２メートルの距離での標準的な１００ワットの白熱電球の照明、又は
　ｃ）ＣＩＥ１９６４標準観測者に対して８００ルクスで照明するＣＩＥ　Ｄ６５標準光
源によって画定されるようなもの。
【００２８】
　本明細書で使用する時、着用者の「身体構造上の特徴」は、ある定義可能な領域及び／
又は機能に対して特定的な着用者の身体的構造の外的に認識可能なあらゆる部分を含んで
もよい。人の身体の代表的な身体構造上の特徴としては、肛門などの排泄出口、生殖器、
会陰領域、殿溝、脚の皺（leg crease）、臍、臀部、股関節部及び／又は恥骨、大腿部、
胸郭などを含むが、限定されない。
【００２９】
　図１は、平らに広げた非収縮状態の（即ち、弾性による収縮がない）おむつ２０の平面
図であり、おむつ２０の下層構造をより明瞭に示すために構造の一部分が切り取られ、お
むつ２０の着用者に接触する身体に面する部分が見る人に向いている。おむつ２０は、長
手方向軸１００及び横方向又は横断方向軸１１０と、長手方向に延在する側縁によって結
合された第一端縁１０及び第二端縁１２とを包含する。長手方向側縁は、長手方向軸１０
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０から±４５°に向いた縁を指し、直線及び曲線状の側縁を包含する。おむつ２０の１つ
の端部分は、おむつ２０の第一腰部区域３６として構成されている。その反対側の端部分
は、おむつ２０の第二腰部区域３８として構成されている。おむつ２０の中間部分は、第
一腰部区域３６と第二腰部区域３８との間に長手方向に延在する股部区域３７として構成
されている。腰部区域３６及び３８は、一般に、着用した時に着用者の腰部を取り巻くお
むつ２０の部分を備える。故に、第一腰部区域３６及び第二腰部区域３８は、通常、適合
中は着用者の身体に対するおむつ２０の配向に対応して前腰部区域及び後腰部区域とそれ
ぞれ呼ばれる。腰部区域３６及び３８は、改善された適合性と封入性をもたらすために着
用者の腰部の周囲で縮むように、弾性要素を含むこともできる。股部区域３７は、おむつ
２０を着用した時に、一般に、着用者の脚の間に位置するおむつ２０の部分である。
【００３０】
　おむつ２０のシャーシ２２は、おむつ２０の本体を構成する。シャーシ２２は、液体透
過性トップシート２４及び／又は液体不透過性バックシート２６及び、トップシート２４
とバックシート２６との間に囲まれた吸収性コア２８の少なくとも一部分を含む外側カバ
ーを具備する。単一の吸収性物品の場合、シャーシ２２は、複合おむつ構造を形成するた
めに付加される他の機構と共に、おむつ２０の主要構造を構成する。トップシート２４、
バックシート２６、及び吸収性コア２８は、様々な周知の構成にて組み立てることができ
るが、好ましいおむつの構成がほぼ記載された特許としては、１９７５年１月１４日にケ
ネス・B・ブエル（Kenneth B.Buell）に付与された「使い捨ておむつの収縮可能な側部分
（Contractible Side Portions for Disposable Diaper）」という発明名称の米国特許第
３，８６０，００３号、１９９２年９月９日にブエルに付与された米国特許第５，１５１
，０９２号、１９９３年６月２２日にブエルに付与された米国特許第５，２２１，２７４
号、１９９６年９月１０日にロー（Roe）らに付与された「複数ゾーン構造の弾性様フィ
ルムウェブの延伸性ウエスト機構を有する吸収性物品（Absorbent Article With Multipl
e Zone Structural Elastic-Like Film Web Extensible Waist Feature）」という発明名
称の米国特許第５，５５４，１４５号、１９９６年１０月２９日にブエルらに付与された
「使い捨てプルオンパンツ（Disposable Pull-On Pant）」という発明名称の米国特許第
５，５６９，２３４号、１９９６年１２月３日にニース（Nease）らに付与された「吸収
性物品用サイドパネルを製造するゼロスクラップ方法（Zero Scrap Method For Manufact
uring Side Panels For Absorbent Articles）」という発明名称の米国特許第５，５８０
，４１１号、及び１９９９年１２月２１日にローブル（Robles）らに付与された「多方向
延伸性サイドパネルを有する吸収性物品（Absorbent Article With Multi-Directional E
xtensibl
e Side Panels）」という発明名称の米国特許第６，００４，３０６号があり、そのそれ
ぞれを参考として引用し本明細書に組み入れる。
【００３１】
　トップシート２４は、全体的に又は部分的に伸縮されてもよく、又は収縮させてトップ
シート２４とコア２８との間に空隙空間を形成してもよい。伸縮又は収縮したトップシー
トを含む代表的な構造は、１９９０年１月９日にデマレーズ（Des Marais）らに対して発
行された「弾性ストランドを有する吸収性物品（Absorbent Article Having Elastic Str
ands）」という名称の米国特許第４，８９２，５３６号、１９９１年２月５日にフリーラ
ンド（Freeland）に対して発行された「排出物隔離のための弾性ライナーを備える吸収性
物品（Absorbent Article With Elastic Liner For Waste Material Isolation）」とい
う名称の米国特許第４，９９０，１４７号、１９９１年８月６日にアレン（Allen）らに
対して発行された「弾性的伸縮性のトップシートを有する使い捨て吸収性物品（Disposab
le Absorbent Article Having Elastically Extensible Topsheet）」という名称の米国
特許第５，０３７，４１６号、及び１９９３年１２月１４日にフリーランド（Freeland）
らに対して発行された「使い捨て吸収性物品用の三分割トップシート及びその三分割トッ
プシートを有する使い捨て吸収性物品（Trisection Topsheets For Disposable Absorben
t Articles and Disposable Absorbent Articles Having Such Trisection Topsheets）
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」という名称の米国特許第５，２６９，７７５号にさらに詳細に記載され、そのそれぞれ
を参考として本明細書に組み入れる。伸縮又は収縮したトップシートの更なる好ましい実
施形態は、２００１年７月２６日に出願された同時係属のＥＰ０１１１７６７０及び２０
０１年７月２６日に出願された同時係属のＥＰ０１１１７６６９に詳細に記載されており
、そのそれぞれを参考として本明細書に組み入れる。
【００３２】
　吸収性コア２８は、概ね圧縮性であって、体型に合いやすく、着用者の皮膚に対して非
刺激性であり、及び尿及び他のある種の排泄物などの液体を吸収して保持できるものであ
れば、いかなる吸収性材料でも含むことができる。吸収性コア２８は、エアフェルトと一
般に呼ばれる粉砕木材パルプなどの、使い捨ておむつ及び他の吸収性物品に普通に使用さ
れる、種々多様な液体吸収性材料を含むことができる。他の好適な吸収性材料の例として
は、捲縮セルロース詰め物、コフォームを含むメルトブローポリマー、化学的に剛化、改
質、若しくは架橋されたセルロース繊維、ティッシュラップとティッシュラミネートとを
含むティッシュ、吸収性発泡体、吸収性スポンジ、超吸収性ポリマー、吸収性ゲル材料、
又は他のいかなる既知の吸収材料、又はそれらの材料の組み合わせなども挙げられる。
【００３３】
　バックシート２６は、一般的に、吸収性コア２８の衣類に面する表面に近隣接して配置
されたおむつ２０の部分である。バックシート２６は、吸収され、その中に封じ込められ
た排泄物が、ベッドシーツ及び下着のような、おむつ２０に接触することのある物品を汚
すことを阻止する。好ましい実施形態では、バックシート２６は、液体（例えば尿）に対
して実質的に不透過性であり、不織布と厚さ約０．０１２ｍｍ（０．５ミル）～約０．０
５１ｍｍ（２．０ミル）の熱可塑性フィルムなどの薄いプラスチックフィルムとの積層体
を含む。好適なバックシートフィルムとしては、インディアナ州テレホート（Terre Haut
e,IN）のトレドガーインダストリー社（Tredegar Industries Inc.）により製造され、Ｘ
１５３０６、Ｘ１０９６２、及びＸ１０９６４の商品名で販売されるものが挙げられる。
他の好適なバックシート材料は、おむつ２０から蒸気を逃すと同時に、排出物がバックシ
ート２６を通過するのを防止する通気性材料を含んでもよい。代表的な通気性材料として
は、織布ウェブ、不織布ウェブ、フィルム被覆不織布ウェブのような複合材料、及びＥＳ
ＰＯＩＲ　ＮＯの名称で日本の三井東圧株式会社（Mitsui Toatsu Co.）により、及びバ
ージニア州リッチモンドのトレドガー社（Tredegar）により製造されるような微小多孔性
フィルムなどがある。ポリマーブレンドを含む好適な通気性複合材料が、ＨＹＴＲＥＬブ
レンドＰ１８－３０９７の名称でオハイオ州シンシナティ（Cincinnati,OH）のクロペイ
社（Clopay Corporation）から入手可能である。
【００３４】
　おむつ２０は、少なくとも１つの係合構成要素（雄の締着構成要素）と少なくとも１つ
のランディング領域（雌の締着構成要素）とを包含する、フックとループタイプのファス
ナのような締着装置５０を包含することもできる。あるいは、締着装置５０としては、タ
ブ部材がスリット、スロット、又はループなどの開口と噛み合う保持要素を包含するタブ
とスロットタイプのファスナを挙げることができる。
【００３５】
　おむつ２０はまた、本明細書では第一耳パネル３０と呼ばれ、第二腰部区域３８内に配
置されたサイドパネルを備えてもよい。第一耳パネル３０は、一体シャーシ設計の伸張部
分を含むシャーシ２２と一体化してもよく、あるいはまた、第一耳パネル３０は、接着剤
、超音波結合、無線周波数結合、又は他の好適な手段を用いてシャーシ２２に取り付けら
れた別個の部材を具備してもよい。第一耳パネル３０は弾性であるか又は延伸性があって
もよく、着用者におむつ２０を先ずぴったりと適合させることにより快適で体形に合った
適合性が提供され、そして伸縮性第一耳パネル３０によりおむつ２０の側部が伸張及び収
縮するのでおむつ２０が排泄物の負荷を受けたかなり後の着用期間中も適合性が維持され
る。たとえ適用中に介護人が一方の伸縮性第一耳パネル３０をもう一方より遠くに引っ張
った場合でも、おむつ２０は着用中に「自己適合」するので、第一耳パネル３０は、おむ
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つ２０をより有効に適用することもできる。伸縮性第一耳パネルを有するおむつの例は、
１９８９年８月１５日にウッド（Wood）らへ発行された「シャーリングを付けた耳パネル
を有する使い捨ておむつ（Disposable Diaper Having Shirred Ears）」という名称の米
国特許第４，８５７，０６７号、１９８３年５月３日にシアラファ（Sciaraffa）らへ発
行された米国特許第４，３８１，７８１号、１９９０年７月３日にバンゴンペル（Van Go
mpel）らへ発行された米国特許第４，９３８，７５３号、本明細書前段で引用した１９９
２年９月９日にブエル（Buell）へ発行された米国特許第５，１５１，０９２号、及び１
９９３年６月２２日にブエル（Buell）へ発行された米国特許第５，２２１，２７４号、
１９９７年９月２３日にラボン（LaVon）らへ発行された「動的なフィットを維持する吸
収性物品（Absorbent Articles Providing Sustained Dynamic Fit）」という名称の米国
特許第５，６６９，８９７号、１９９３年１１月１９日にローブル（Robles）らの名で出
願された「多方向延伸性サイドパネルを有する吸収性物品（Absorbent Article With Mul
ti-Directional Extensible Side Panels）」という名称の米国特許出願第０８／１５５
，０４８号に記載され、そのそれぞれを参考として本明細書に組み入れる。
【００３６】
　おむつ２０はまた、第一腰部区域３６に配置された第二耳パネル４０をサイドパネルに
備えてもよい。第一耳パネル３０と同様、第二耳パネル４０は、一体シャーシ設計の伸張
部分を含むシャーシ２２と一体化してもよく、あるいは、第二耳パネル４０は、接着剤、
超音波結合、無線周波数結合又は他の好適な手段を用いてシャーシ２２に取り付けられた
別個の部材を備えてもよい。第一耳パネル３０及び第二耳パネル４０は、特定の製品設計
に適応するあらゆる好適な構成にて構築されてもよい。
【００３７】
　本発明による容易で直感的な交換を助けるための使用可能なしるしを包含する代表的な
使い捨て吸収性物品は、図２ａ～図２ｄに示す使い捨ておむつ２０である。使い捨ておむ
つ２０は、少なくとも股部区域３７における長手方向側縁１４に近接した物品の衣類に面
する表面の少なくとも（複数の）部分に沿って見ることができる少なくとも１つの外側に
見える使用可能なしるし６０と、また、第一腰部区域３６及び第二腰部区域３８それぞれ
の第一端縁１０及び第二端縁１２と近接した物品の衣類に面する表面の（複数の）部分に
沿った少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるし６０とを備える。各部分において
、使用可能なしるしは外側に見えており、長手方向側縁１４並びに第一端縁１０及び第二
端縁１２に近接した物品の衣類に面する表面の部分と、長手方向軸１００及び横断方向軸
１１０の交差点により画定された物品の中心に近接した物品の衣類に面する表面の一部分
とを区別する。外側に見える使用可能なしるし６０は、それらしるしが外側に見える限り
、バックシート２６の衣類に面する表面上、コア２８に隣接する衣類に面する表面と反対
側のバックシート２６の表面上、バックシート２６の構成要素の１つ上、又は下地層上の
バックシート２６の下に直接配置されてもよい。外側に見える使用可能なしるし６０は、
物品の構成要素に固定された別個の要素を含んでもよく、又は、物品の構成要素に塗布す
る染料若しくはインクなどの着色料を含んでもよい。更に、外側に見える使用可能なしる
し６０は、指定部分を物品の中央部分から区別する色、模様、及び／又はテクスチャーを
包含してもよい。
【００３８】
　模様を含む外側に見える使用可能なしるしの場合、その模様は、一連の形状及び／又は
像の形状であってもよい。例えば、模様は、１以上の点、１以上の線、１以上の規則的若
しくは不規則な形状（例えば、円形、楕円形、菱形、方形など）、又はこれらの組み合わ
せの形状をなしてもよい。あるいは、模様は、使用可能なしるしの長さに沿った色の変化
の形状であってもよい。例えば、色は、明るい色から暗い色へ、又は１つの色調から別の
色調へと変化してもよい。像としては、子供が容易に認識できるキャラクター又は物体の
図案が挙げられる。
【００３９】
　テクスチャーを含む使用可能なしるしの場合、ひだ付け、波形付け、又はリングロール
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などのひだを提供するための機械的操作を含む当該技術分野で既知の方法によりテクスチ
ャーを付与するようにバックシート２６の一部分が機械的に処理されてもよく、それらの
ひだは、バックシート２６がプリーツ又はひだに対してほぼ直交する方向に延在する時に
開くことができる。テクスチャーを付与することに加え、これらの機械的操作はまた、伸
張性を付与してもよい。好適なリングローリング又は事前波形付け法（それにより製造さ
れる延伸性ウェブを含む）が、１９７８年８月１５日にシソン（Sisson）に対して発行さ
れた米国特許第４，１０７，３６４号、１９８９年５月３０日にサビー（Sabee）に対し
て発行された米国特許第４，８３４，７４１号、１９９２年１２月１日にウェバー（Webe
r）らに対して発行された米国特許第５，１６７，８９７号、及び１９９７年１２月３０
日にオズボーン（Osborn,III）らに対して発行された米国特許第５，７０２，３８２号に
記載されており、そのそれぞれを参考として本明細書に組み入れる。
【００４０】
　あるいは、テクスチャーを含む使用可能なしるしは、少なくとも２つの連続する別個の
異なる領域を有するひずみ可能な網状組織を形成することにより達成することができる。
このように形成されたフィルムは、従来、構造的弾性様フィルム（「ＳＥＬＦ」）と呼ば
れてきた。構造的弾性様フィルム又はウェブは、追加の弾性材料を使用することなく、伸
長方向に弾性様挙動を呈し得る延伸性材料である。しかしながら、ほとんど弾性挙動を呈
さないＳＥＬＦウェブを作成できる。特に、非常に低いレベルのひずみを超えるとほとん
ど弾性挙動を呈さない、フィルムと不織布の積層体からなるウェブが作成され得る。
【００４１】
　本発明に適するＳＥＬＦを含む使用可能なしるし、及びバックシート２６としての使用
に適するＳＥＬＦウェブを形成する方法は、１９９６年５月２１日にチャッペル（Chappe
ll）らに対して発行された「弾性様挙動を示すウェブ材料（Web Materials Exhibiting E
lastic-Like Behavior）」という名称の米国特許第５，５１８，８０１号、１９９７年７
月２２日にアンダーソン（Anderson）らに対して発行された「弾性様挙動並びに柔軟且つ
布様質感を呈するウェブ材料（Web Materials Exhibiting Elastic-Like Behavior and S
oft,Cloth-like Texture）」という名称の米国特許第５，６５０，２１４号、及び１９９
９年５月１８日にロー（Roe）らに対して発行された「構造的弾性様フィルムウェブ腰ベ
ルトを備えた吸収性物品（Absorbent Article with Structural Elastic-like Film Web 
Waist Belt）」という名称の米国特許第５，９０４，６７３号により完全に開示されてお
り、これらの全てを参考として本明細書に組み入れる。前述の特許に記載の方法は、フィ
ルム／不織布積層体バックシートの場合、積層体材料上で、若しくは積層前の別個の構成
要素上で、又はその両方で行われ得る。
【００４２】
　図２ａに示す実施形態の場合、第二腰部区域３８において各長手方向側縁１４に沿って
配置された第一耳パネル３０は、身体に面する表面及び衣類に面する表面と、長手方向側
縁１４に接合された近位縁３２と、近位縁３２に対向する遠位縁３４とを包含する。各第
一耳パネル３０の少なくとも一部分は、第一端縁１０、第二端縁１２に近接した及び／又
は長手方向側縁１４に近接した物品の衣類に面する表面上に配置された外側に見える使用
可能なしるし６０を補足する少なくとも１つの外側に見える使用可能なしるし６０を包含
する。物品の衣類に面する表面上において外側に見ることができる、外側に見える使用可
能なしるし６０と同様、第一耳パネル３０上の少なくとも１つの外側に見える使用可能な
しるし６０はまた、上述のように外側に見える。
【００４３】
　一旦、物品が着用者に適合されると、第一耳パネル３０の衣類に面する表面上の外側に
見える使用可能なしるし６０及び第一端縁１０近くの物品の衣類に面する表面の一部分上
の外側に見える使用可能なしるし６０は、図２ｂ～図２ｄに図示する１つの非限定的実施
形態においては着用者の腰部を取り巻く帯として見えている実質的に整列したしるしの複
合体を形成することにより、締着装置５０を促進し、並びに強調する。あるいは、外側に
見える使用可能なしるし６０は、物品が着用者に適合されると、部分的に重なり合った又
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は整列したしるし複合体を形成する。同時に、長手方向側縁１４に沿った物品の衣類に面
する表面の一部分上に配置された外側に見える使用可能なしるし６０は、実質的に重なり
あって又は整列して着用者の脚を取り囲み、例えば図２ｃに図示するように、着用者の各
脚の周囲に連続した帯として見えている実質的に整列したしるしの複合体を形成する。
【００４４】
　この実施形態の場合、長手方向側縁１４に近接した物品の衣類に面する表面の一部分上
の外側に見える使用可能なしるし６０並びに第一端縁１０及び第二端縁１２に近接した外
側に見える使用可能なしるし６０は、第一腰部区域３６と第二腰部区域３８とを区別する
輪郭のある模様を形成するように作成することができる。同時に、輪郭のある模様は、着
用者の身体的構造を補足するように作成することができる。例えば、図３に示す実施形態
における輪郭のある模様は、第二腰部区域３８及び股部区域３７の一部分の模様が長手方
向軸１００と横断方向軸１１０の交差点に対して凹形であるような曲線状である。かかる
凹形の曲線状の模様は、着用者の臀部を補足するように作成することができる。あるいは
、第二腰部区域３８の模様に加えて、第一腰部区域３６及び股部区域３７の一部分の模様
は、図２ａに示すように、長手方向軸１００と横断方向軸１１０の交差点に対して凸形で
あり得る。かかる凸形模様、特に第一端縁１０に近接した模様は、着用者の腹部の形状を
補足する。
【００４５】
　締着装置５０、特におむつ２０の適合を提供することに加えて、外側に見える使用可能
なしるし６０により形成された輪郭のある模様は、吸収性コア、ガスケットレッグカフ、
又はバリアレッグカフなどの使い捨て吸収性物品の他の機構を強調するために作成するこ
とができる。例えば、吸収性コア２８は、おむつ２０の全体的な適合性を向上すべく、股
部区域３７に狭い部分を有する砂時計形の設計を有してもよい。更に、コア２８は、１以
上の丸形又は別の形状の端を含んでもよい。図４に示すように、１以上の外側に見える使
用可能なしるし６０により形成された輪郭のある形状は、実際のコア形状又は理想化コア
形状（例えば、図４に図示するような方形端を備えたコアを有するおむつの、丸形端を有
する理想化コア形状など）を補足又は強調し、消費者に対してそれをよりアピールしても
よい。更に、コア形状と合致する輪郭のある模様は、着用者の胴体下部に対して、即ち、
横方向におけるおむつ２０の適当な整列を示す可視的なシグナルを付与することができ、
このシグナルは、着用者の股部区域３７でのおむつ２０の適合性を強調し、それによりお
むつ２０の全体的な性能を向上させる。一方、物品の衣類に面する表面上に配置された輪
郭のある模様は、使い捨て吸収性物品の身体に面する表面上に配置されたバリアカフ又は
ガスケットレッグカフと整列し、漏れを防止するという物品の能力を強調してもよい。こ
れらの実施形態の幾つかにおいて、吸収性コア２８を強調し、着用者の身体的構造に対す
る物品の横方向の整列を助けるのに、長手方向側縁１４に近接した及び／又は端縁１０、
１２の１つ、例えば第二腰部区域３８に近接した第二端縁１２に近接した外側に見える使
用可能なしるし６０のみが必要とされてもよい。
【００４６】
　幾つかの実施形態において、外側に見える使用可能なしるし６０は、使用可能なしるし
の下にある層、材料又は物質が目につくのを効果的に防止する遮蔽効果を更に付与するの
に十分な程不透明であるか、十分に濃い色を有してもよい。例えば、おむつ２０の長手方
向側縁１４に近接した外側に見える使用可能なしるし６０は、おむつ２０の長手方向側縁
１４に近接したバックシート２６の領域下に存在し得る糞便及び／又は吸収性コア２８の
一部分がおむつ２０の外側からは見えないように不透明性を有してもよい。
【００４７】
　幾つかの好ましい実施形態において、使い捨て吸収性物品は、着用者に物品をしっかり
と適合させることに関するガイダンス又は説明を介護人に与える説明的で使用可能なしる
し７０を包含し得る。具体的には、説明的で使用可能なしるし７０は、適合性を調節すべ
きか、それとも適当な適合性が得られる違ったサイズのおむつに切り替えるべきなのかを
介護人に指示し得る。例えば、説明的で使用可能なしるし７０は、第一耳パネル３０の衣
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類に面する表面上の説明的で使用可能なしるし７０と合致して物品の衣類に面する表面上
に配置され、第一耳パネル３０が、第一腰部区域３６に十分に重なり合っていない緩い適
合を示すのか、又は第一腰部区域３６と極端に重なり合っている不快にきつい適合を示す
のかということを知らせる。特に、あまりにも重なり合いが少なすぎると脚部の適合が過
度に緩くなることがあり、一方、あまりにも重なり合いが大きすぎると脚部分の適合が過
度にきつくなることがある。好ましくは、説明的で使用可能なしるし７０は、図５に示す
ように、長手方向側縁１４の少なくとも一部分については物品の長手方向側縁１４に近接
し、内側縁３５の少なくとも一部分については第一耳パネル３０の内側縁３５に近接して
配置される。介護人に対して適合のきつさに関するガイダンス又は説明を与える説明的で
使用可能なしるし７０としては、点、キャラクターのグラフィック、数、線セグメント、
及び／又は模様が挙げられる。
【００４８】
　代替の非限定的実施形態において、使い捨て吸収性物品は、少なくとも１つの内側に見
える使用可能なしるし８０を有する物品の部分を包含する身体に面する表面を有する。内
側に見える使用可能なしるし８０は、適合中は着用者を物品と整列させるためのガイドを
設けることにより容易で直感的な交換を助けることができ、それにより、着用者はできる
限り少ない調整で物品上に正確に配置され、締着される。
【００４９】
　幾つかの非限定的な実施形態において、内側に見える使用可能なしるし８０は、物品の
身体に面する表面上に配置され、物品の横方向軸１１０及び／又は長手方向軸１００に対
して物品又はその構成要素を着用者の身体構造の特徴と位置合わせ又は整列するのを助け
得る。例えば、物品のトップシート２４は、股部区域３７におけるマークのような内側に
見える使用可能なしるし８０を具備してもよく、このしるし８０により、肛門と整列され
た時、結果として物品の適合性及び排泄物封入特性が向上する。図６に示す実施形態にお
いて、内側に見える使用可能なしるし８０は、おむつ２０の身体に面する側に見ることが
でき、股部区域を識別して、長手方向の位置決めを助ける。図７に示す実施形態において
、内側に見える使用可能なしるし８０は着色されていて、３次元的な輪郭を備えており、
故に、図８に示すように適合中の着用者と物品との整列を助ける。
【００５０】
　外側に見える使用可能なしるし６０を包含する実施形態と同様、内側に見える使用可能
なしるし８０は、物品の身体に面する表面の指定部分と、内側に見える使用可能なしるし
８０を含まない身体に面する表面の他の領域とを区別する色、模様、及び／又はテクスチ
ャーを包含してもよい。内側に見える使用可能なしるし８０は、トップシート２４と、吸
収性コア２８又はその一部分と、締着装置５０と、トップシート２４と、バックシート２
６を含む、物品の身体に接触する表面上に又はそれを通して見える物品のあらゆる部分又
は構成要素と結合してもよい。更なる実施形態において、内側に見える使用可能なしるし
８０は、長手方向側縁１４に近接し、且つ物品の第一端縁１０及び第二端縁１２に近接し
て配置され、第一腰部区域３６を第二腰部区域３８から区別する輪郭のある模様を付与し
てもよい。輪郭のある模様は、着用者の身体的構造を補足し、適合中は着用者をどこに配
置すべきかを介護人に示すように作成することができる。例えば、内側に見える使用可能
なしるし８０は、着用者の臀部の輪郭と合致すべく、第二腰部区域３８の模様が長手方向
軸１００及び横断方向軸１１０に対して凹形であるように曲線状の模様を形成することが
できる。第一腰部区域３６の模様はまた、長手方向軸１００及び横断方向軸１１０に対し
て曲線状か、でなければ直線状であり得るが、いずれの場合も、着用者の腰の側部と合致
した輪郭をなし得る。結果として、輪郭のある模様は、物品の身体に面する表面上に着用
者の腰及び臀部領域の圧痕を形成し、適合中どこに着用者を配置すべきかを介護人に指示
するように製造することができる。
【００５１】
　外側に見える使用可能なしるし６０について上述したように、内側に見える使用可能な
しるし８０は、身体に面する表面から見える限り、トップシート２４の身体に面する表面
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上又はトップシート２４の下に配置されてもよい。更に、内側に見える使用可能なしるし
８０は、異なった色、色模様、グラジエント模様、又はテクスチャーを有することができ
、これらは、身体に対して物品の柔軟性を伝えるため、また、下地層又は材料を遮蔽し、
それにより使用可能なしるしを通して層、材料、又は物質を目で見て認識されるのを防ぐ
のに十分な不透明性を付与するために使用される。
【００５２】
　上述のもの及び２００１年７月２６日に出願された同時係属の特許出願第０１１１７６
７０号及び２００１年７月２６日に出願された同時係属のＥＰ０１１１７６６９に詳細に
記載されているものなどの、トップシート２４の下側に糞便を通過させるように適応され
た穴又はスリット９０を有する弾性的に収縮したトップシート２４を備える幾つかの好ま
しい実施形態において、物品の身体に面する表面上の内側に見える使用可能なしるし８０
は、肛門及び／又は臀溝と穴又はスリット９０との整列を助け得る。これらの実施形態に
おいて、内側に見える使用可能なしるし８０は、穴又はスリット９０の長手方向縁及び／
又は横方向縁に沿って物品の身体に面する表面上に着色領域を備えてもよい。
【００５３】
　図９に示す実施形態において、おむつ２０は、穴９０を有する弾性的に収縮したトップ
シート２４を備え、この穴９０は、トップシート２４の下側に糞便を通過させるように適
応される。この特定実施形態において、内側に見える使用可能なしるし８０は、物品の前
部領域を強調し、後部に向かう滑らかな曲線の推移は、長手方向に物品をより良好に位置
決めすることを目的としている。更に、後部における着色したしるしの湾曲は、肛門に対
する穴９０の横断方向の位置決めを向上させる。図１０に示す実施形態は、内側に見える
使用可能なしるし８０が物品の股部区域を識別し、また、トップシート２４の穴９０を肛
門に対して位置決めする際の助けになるという点において図９の実施形態と同様である。
【００５４】
　伸縮性トップシート２４の穴又はスリット９０を着用者の肛門と整列させるための内側
に見える使用可能なしるし８０を備える他のおむつの実施形態が図１１～図１８に示され
ている。図１１に示す実施形態の場合、弾性的に収縮したトップシート２４を具備するお
むつ２０は、おむつ２０の股部区域と、トップシート２４の穴９０の肛門に対する位置と
を識別する内側に見える使用可能なしるし８０を備える。
【００５５】
　図１２は、弾性的に収縮したトップシート２４を有する物品の身体に面する側の内側に
見える使用可能なしるし８０の代替実施形態を示し、この内側にある可視的なしるしは、
おむつ２０の前腰部区域を識別し、且つ男性着用者に特定的に適用可能である標的放尿領
域９５を強調する。図１３は、図１２の実施形態と同様の実施形態を示し、物品の前後間
でより滑らかに推移するグラジエント色及び模様を有する。更なる実施形態が図１４に示
されており、物品の身体に面する側の内側に見える使用可能なしるし８０はスリット領域
９０を強調し、一方、前腰部区域の内側に見える使用可能なしるし８０は、標的放尿領域
９５を強調し、その組み合わせが、適合中は着用者の肛門及び生殖器に対する物品の整列
を助ける。
【００５６】
　図１５に示す実施形態は、２つの異なった内側に見える使用可能なしるし８０、即ち、
股部区域３７を識別し、物品の長手方向の位置決めを助ける外側しるしと、弾性的に収縮
したトップシート２４のスリット又は穴９０の位置を識別し、肛門に対するスリット又は
穴９０の位置決めを助ける内側しるしを提供する。図１６に示す実施形態において、内側
に見える使用可能なしるし８０は、前腰部区域及び後腰部区域を示し、また、伸縮性スリ
ット領域に対する肛門のための、それら区域の間にある標的領域を強調する。
【００５７】
　図１７に示す実施形態において、弾性的に収縮したトップシート２４の身体に面する側
の内側に見える使用可能なしるし８０は、弾性と、肛門に対する穴９０の位置決めとを強
調する湾曲した着色弾性体を具備する。更に、トップシート２４の下にあるストライプ模
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様は、糞便用の通過領域を強調する。
【００５８】
　図１８は、おむつ２０の長手方向の位置決めをより良好に行わせるべく股部区域を強調
し、前腰部区域の標的放尿領域９５を示す内側に見える使用可能なしるし８０と、弾性的
に収縮したトップシート２４に配置されたスリット又は穴９０を強調し、肛門に対して整
列させる内側に見える使用可能なしるし８０という異なるしるしを組み合わせた代替実施
形態を示す。スリット又は穴９０を強調する内側に見える使用可能なしるし８０はまた、
着用者が排泄した糞便が一旦穴９０を通過した後にその糞便を遮蔽することができる。
【００５９】
　内側に見える使用可能なしるし８０に加えて、おむつ２０は、一対のバリアレッグカフ
と、一対の弾性的に収縮可能なガスケットレッグカフとを備えてもよい。各ガスケットレ
ッグカフは、バリアレッグカフの外側であって、長手方向側縁に隣接して配置される。バ
リアレッグカフ及びガスケットレッグカフは、トップシート２４上の内側に見える使用可
能なしるし８０の模様又は色を補足する色が塗られ、適合中は物品を着用者の胴体下部と
整列させるための更なるガイドとなる。
【００６０】
　加えて、各ガスケットレッグカフは、バックシート２６の長手方向側縁の一部分に被覆
された１以上の弾性ストランドを具備してもよく、このバックシート２６の部分は、１以
上の弾性ストランドと折り重なって、ガスケットレッグカフを完成させる。この実施形態
の場合、物品の衣類に面する表面は、一旦バックシート２６の長手方向側部が弾性ストラ
ンドと折り重なってカフが完成すると、完成したレッグカフが、おむつ２０の身体に面す
る表面上の使用可能なしるしを備えるような前述の模様を形成する使用可能なしるしを備
えてもよい。
【００６１】
　上述の機構に加え、本発明の使い捨て吸収性物品は、容易で直感的な交換を助けるよう
に設計された締着装置５０を備えてもよい。かかる締着装置５０を備える実施形態の一例
が図１９に示されている。この実施形態の場合、締着装置５０は、第一腰部区域３６を第
二腰部区域３８に取り外し可能に取り付け、第一適合及び第二適合を付与する。第一適合
は、適合中は物品を着用者の胴体下部の周囲で操作することができる緩い適合であり、第
二適合は、着用者の腰部の周囲でのしっかりとした適合である。例えば、第一適合中、お
むつ２０は、着用者が立っている状態で足首の周囲に緩やかに適合され、次いで、着用者
の腰部の周囲に引張り上げられ、第二適合によりしっかりと固定されてもよい。締着装置
５０は、第一適合及び第二適合に対応する第一ランディング部材５２及び第二ランディン
グ部材５４を備える。前述した適合のきつさに関するガイダンス又は説明を介護人に与え
るための説明的で使用可能なしるし７０に加えて、第一ランディング部材５２及び第二ラ
ンディング部材５４は、第一適合及び第二適合に対応する説明を介護人に与える説明的で
使用可能なしるし７０を備え得る。
【００６２】
　この実施形態の場合、締着装置５０としては、少なくとも１つの係合構成要素（雄の締
着構成要素）と少なくとも２つのランディング領域（雌の締着構成要素）とを備える、フ
ックとループタイプのファスナが挙げられる。この場合、２つのランディング領域は、第
一ランディング部材５２及び第二ランディング部材５４である。あるいは、締着具として
は、クライン（Kline）らに対して発行され、共に譲渡された米国特許第６，２５１，０
９７号（参照により本明細書に組み入れる）に開示されるような、タブ部材が、スリット
、スロット、又はループなどの開口と連動する保持要素を包含するタブとスロットタイプ
のファスナが挙げられる。この実施形態の場合、タブとスロットのファスナは、第一ラン
ディング部材５２及び第二ランディング部材５４となる少なくとも２つのスリット、スロ
ット、又はループの開口を具備する。タブとスロットタイプのファスナの場合、第一ラン
ディング部材５２及び第二ランディング部材５４は、ある距離だけ離れている。フックと
ループタイプのファスナの場合、第一ランディング部材５２及び第二ランディング部材５
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４は、ある距離だけ離れているか、さもなければ連続していてもよい。
【００６３】
　ランディング部材上に配置された説明的で使用可能なしるし７０には、タブ部材と、第
一ランディング部材５２又は第二ランディング部材５４とがぴったりと結合していること
を示す説明が含まれる。それらの説明には、第一適合及び第二適合中のおむつ２０の配向
及び／又は形状を図示するキャラクターのグラフィックが含まれてもよい。例えば、グラ
フィックは、第一適合中のキャラクターの腰部の周囲に適合された緩い適合のおむつと、
第二適合中のキャラクターの腰部の周囲に固定されたしっかりした適合のおむつとを図示
してもよい。
【００６４】
　第一ランディング部材及び第二ランディング部材上に配置された説明的で使用可能なし
るし７０は、着用者が立っているか、又は横たわっている間に着用者に適合されるという
多用途性をおむつが包含する場合に特に有用であり得る。かかる実施形態の場合、第一適
合は、着用者が立っている間に着用者に対しておむつを適合させることを含んでもよく、
この場合、おむつは、タブを第一ランディング部材に取り付けることにより着用者の足首
の周囲に適合され、次いで着用者の胴体下部の周囲まで引っ張り上げられる。一旦おむつ
が胴体下部の周囲に配置されると、おむつは、第一ランディング部材からタブを外し、第
二ランディング部材とタブを係合することにより、第二適合を達成するように調節されて
もよい。この実施形態の場合、第一ランディング部材上のグラフィックは、足首の周囲に
おむつを着用しているキャラクターが挙げられ、一方、第二ランディング部材上のグラフ
ィックは、腰部の周囲に固定されたおむつを着用しているキャラクターが挙げられる。
【００６５】
　グラフィックの他に、説明的で使用可能なしるし７０はまた、第一適合及び第二適合中
の物品の位置に関する「足首」及び「腰部」のような用語を具備してもよく、又は「緩い
」及び「ぴったり」のような適合性の種類を示してもよい。また、説明的なマークは、第
一適合及び第二適合をそれぞれ表す「１」及び「２」のような数字を具備してもよい。
【００６６】
　図１９に示す実施形態において、締着装置５０は２つのタブ部材５６を備える。各タブ
部材５６は、各第一耳パネル３０の遠位縁３４に配置されたタブの近位縁５７、タブの遠
位縁５８、タブの身体に面する表面、及びタブの衣類に面する表面を有する。各タブ部材
５６は、タブの遠位縁５８に近接して配置された締着要素を包含する。第二耳パネル４０
は、第一腰部区域３６の各長手方向側縁１４に沿って配置される。各第二耳パネルは、身
体に面する表面及び衣類に面する表面と、長手方向側縁１４に接合された近位縁４２と、
近位縁４２に対向する遠位縁４４とを有する。第一ランディング部材５２は、各第二耳パ
ネル４０の衣類に面する表面上に配置される。第二ランディング部材５４は、第一腰部区
域３６における物品の衣類に面する表面上に配置される。締着中、第一ランディング部材
５２は、一旦タブ部材５６が係合されると第一適合が達成される第一締着点を提供する。
第一適合は、着用者の周囲に緩い適合を付与し、それにより、着用するのに効果的な配向
を達成するようにおむつを操作することができる。第二ランディング部材５４は、物品が
着用者の腰部の周囲にしっかりと固定される第二適合を達成するための第二締着点を提供
する。この実施形態の場合、説明的で使用可能なしるしはグラフィックを含む。第一ラン
ディング部材５２上のグラフィックは、足首の周囲におむつを着用しているキャラクター
が挙げられ、一方、第二ランディング部材５４上のグラフィックは、腰部の周囲に固定さ
れたおむつを着用しているキャラクターが挙げられる。
【００６７】
　本発明の特定の実施形態及び／又は個々の特徴について図示し説明したが、本発明の精
神及び範囲から逸脱することなく、他の様々な変更及び修正を実施できることが当業者に
は明白であろう。更に、このような実施形態及び特徴の全ての組み合わせが可能であり、
またこれにより本発明を好ましく実施できることも明らかである。従って、添付の請求項
は、本発明の範囲内にあるこのような全ての変更及び修正を対象とすることを意図する。
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【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明による使い捨て吸収性物品の平面図。
【図２ａ】物品の衣類に面する表面上に配置された外側に見える使用可能なしるしを備え
る本発明による使い捨て吸収性物品の平面図。
【図２ｂ】第一腰部区域が第二腰部区域に取り付けられた、図２ａに示す使い捨て吸収性
物品の三次元的な前面図。
【図２ｃ】第一腰部区域が第二腰部区域に取り付けられた、図２ａに示す使い捨て吸収性
物品の三次元的な側面図。
【図２ｄ】第一腰部区域が第二腰部区域に取り付けられた、図２ａに示す使い捨て吸収性
物品の三次元的な背面図。
【図３】輪郭のある模様を付与する後腰部区域の外側に見える使用可能なしるしを備える
、本発明による使い捨て吸収性物品の平面図。
【図４】コア形状を補足する輪郭のある模様を付与する後腰部区域の外側に見える使用可
能なしるしを備える、本発明による使い捨て吸収性物品の平面図。
【図５】着用者の周囲にある物品の適合のきつさに関するガイダンス又は説明を介護人に
与える説明的で使用可能なしるしを備える、図２ａに示す使い捨て吸収性物品の平面図。
【図６】内側に見える使用可能なしるしを備える、本発明による使い捨て吸収性物品の身
体に面する表面の平面図。
【図７】着色され、三次元的である内側に見える使用可能なしるしを備える、本発明によ
る使い捨て吸収性物品の身体に面する表面の平面図。
【図８】図７に示す使い捨て吸収性物品が着用者に適合されている図。
【図９】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能なし
るしが、後部に向かって滑らかに推移する曲線により物品の第一腰部区域を強調する、本
発明による使い捨て吸収性物品の身体に面する表面の平面図。
【図１０】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能な
しるしが、物品の股部区域を強調する、本発明による使い捨て吸収性物品の身体に面する
表面の平面図。
【図１１】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能な
しるしが、物品の股部区域と、スリット開口の位置とを強調する、本発明による使い捨て
吸収性物品の身体に面する表面の平面図。
【図１２】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能な
しるしが、物品の第一腰部区域を強調する、本発明による使い捨て吸収性物品の身体に面
する表面の平面図。
【図１３】可視的で使用可能なしるしが、物品の第一腰部区域と第二腰部区域の間で滑ら
かな推移を形成する模様を付与する、図１２に示す使い捨て吸収性物品の身体に面する表
面の平面図。
【図１４】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能な
しるしが、スリット領域と、第一腰部区域にある標的放尿領域とを強調する、本発明によ
る使い捨て吸収性物品の身体に面する表面の平面図。
【図１５】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能な
しるしが２つの異なる模様を具備し、外側の模様は物品の長手方向の位置決めに役立ち、
内側の模様はスリット開口を強調する、本発明による使い捨て吸収性物品の身体に面する
表面の平面図。
【図１６】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能な
しるしは、第一腰部区域及び第二腰部区域と、スリット開口に対する肛門の標的領域とを
強調する、本発明による使い捨て吸収性物品の身体に面する表面の平面図。
【図１７】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能な
しるしが、弾性とスリット開口の位置決めとを強調する、本発明による使い捨て吸収性物
品の身体に面する表面の平面図。
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【図１８】弾性的に収縮したトップシートとスリット開口とを備え、可視的で使用可能な
しるしは、股部区域と、スリット開口及び物品の第一腰部区域の標的放尿領域とを強調す
る、本発明による使い捨て吸収性物品の身体に面する表面の平面図。
【図１９】第一適合及び第二適合を示す締着装置の第一ランディング部材及び第二ランデ
ィング部材上にある説明的で使用可能なしるしを備えるおむつの平面図。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図２Ｄ】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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